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（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 柏 崎 市 に お い て 、 新 潟 県 柏 崎 市 財 務 規 則 （ 平 成

１ ６ 年 規 則 第 ５ 号 ） 別 表 第 ６ に 規 定 す る 財 産 の 買 入 れ に 係 る 金 額 を

超 え る 美 術 品 を 購 入 す る に 当 た り 、 そ の 選 定 及 び 評 価 を 適 正 か つ 円

滑 に 行 う こ と を 目 的 と し て 、柏 崎 市 美 術 品 購 入 選 定 委 員 会（ 以 下「 委

員 会 」 と い う 。） の 設 置 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

 （ 所 掌 事 務 ）  

第 ２ 条  委 員 会 は 、 本 市 が 購 入 す る 美 術 品 の 選 定 に 関 す る 事 項 に つ い

て 、 市 長 の 諮 問 に 応 じ て 審 議 し 、 そ の 結 果 を 市 長 に 答 申 す る も の と

す る 。  

（ 組 織 ）  

第 ３ 条  委 員 会 は 、 委 員 ３ 人 以 内 を も っ て 組 織 す る 。  

２  委 員 は 、 美 術 に 関 す る 専 門 知 識 を 有 す る 者 の う ち か ら 、 市 長 が 委

嘱 す る 。  

 （ 任 期 ）  

第 ４ 条  委 員 の 任 期 は 、 委 嘱 し た 日 か ら 第 ２ 条 に 規 定 す る 答 申 の 日 ま

で と す る 。  

（ 委 員 長 ）  

第 ５ 条  委 員 会 に 委 員 長 を 置 き 、 委 員 の 互 選 に よ り こ れ を 定 め る 。  

２  委 員 長 は 、 委 員 会 を 代 表 し 、 会 務 を 総 理 す る 。  

３  委 員 長 に 事 故 が あ る と き 、 又 は 欠 け た と き は 、 あ ら か じ め 委 員 長

が 指 定 す る 委 員 が そ の 職 務 を 代 理 す る 。  

 （ 会 議 ）  

第 ６ 条  委 員 会 の 会 議 は 、 市 長 が 招 集 す る 。  

２  委 員 会 は 、 委 員 の 過 半 数 が 出 席 し な け れ ば 、 会 議 を 開 く こ と が で

き な い 。  

３  会 議 は 、 率 直 な 意 見 交 換 及 び 意 思 決 定 の 中 立 性 を 確 保 す る た め 、  

原 則 と し て 非 公 開 と す る 。  

４  会 議 の 審 議 結 果 を 明 ら か に す る た め 、 会 議 の 議 事 概 要 等 を 作 成 す

る も の と す る 。  



 （ 謝 礼 等 ）  

第 ７ 条  委 員 の 謝 礼 は 、 １ 回 に つ き １ ３ ， ０ ０ ０ 円 と す る 。  

２  委 員 が 委 員 会 に 出 席 し た と き は 、 本 市 の 定 め る 規 定 に よ る 旅 費 を

支 給 す る 。  

 （ 守 秘 義 務 ）  

第 ８ 条  委 員 は 、 職 務 上 知 り 得 た 秘 密 を 漏 ら し て は な ら な い 。 そ の 職

を 退 い た 後 も 、 同 様 と す る 。  

（ 庶 務 ）  

第 ９ 条  委 員 会 の 庶 務 は 、 教 育 委 員 会 文 化 ・ 生 涯 学 習 課 に お い て 処 理

す る 。  

（ 雑 則 ）  

第 １ ０ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、委 員 会 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、

市 長 が 別 に 定 め る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ４ 年 １ １ 月 １ １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 綱 は 、 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


